
第３章第３章 電子申請システムの電子申請システムの
操作手順操作手順

42

１．物品・委託役務新規申請
（資格未登録）

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.11.1 大阪府電子申請メニュー大阪府電子申請メニュー

大阪府電子申請シ
ステムトップメ
ニューです。
①「物品・委託役
務業者」ボタンを
押してください。

①

物品・委託役務業者

第３章 電子申請システムの操作手順

44

1.21.2 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請メニュー入札参加資格申請メニュー

物品・委託役務業
務における入札参
加資格申請の手続
きを行います。

※ここでは、新
規申請（資格未
登録）を行いま
す。

第３章 電子申請システムの操作手順

新規申請（資格
未登録の方）を
押します

①

新規申請（資格未登録の方）

①

資格未登録→これまで府の入札参加資格登録のない方
資格登録済み→既に資格登録をしており、通知済みのＩＤ、パスワードのある方

※建設工事で登録のある方はこちらから入力してください。
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1.31.3 大阪府物品大阪府物品・・委託委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請入札参加資格申請 新規申請新規申請((資格未登録資格未登録))
第３章 電子申請システムの操作手順

外字届

時間延長
外字届を提出する
場合は、外字届ボ
タンで外字届を表
示、印刷します。

注意事項
「外字届」ボタンで外
字届を表示、印刷しま
す。

①「▼」ボタンを
押下するか、ま
たはスクロール
バーを下に移動
して次画面に移
動します。

①

●セッション時間について
電子申請システムのセッション時間は４０分になります。入力に時間
がかかりそうなときは、①画面左上部の時間延長ボタンをクリックし
ます（セッション時間４０分延長）、②ローカル保存ボタンをクリッ
クする（ローカルにファイルを一次保存）ことができます。

保存・読込

46

物品・委託役務業
務における参加資
格要件が表示され
ますので、よくお
読みください。

③
①

①

③「業者基本情報」
ボタンで次画面
に移動します。

1.41.4 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請入札参加資格申請 新規申請新規申請((資格未登録資格未登録))
第３章 電子申請システムの操作手順

業者基本情報 ②同意画面にて、入
札参加資格申請に
関する同意事項に
同意します。

②
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①

①業者基本情報の商
号または名称につ
いて漢字とフリガ
ナを入力します。

業者基本情報を確
認します。

②
「申請者（本
社）」ボタンで次
画面に移動します。

②

時間延長

申請者（本社）

1.51.5 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請((業者基本情報入力業者基本情報入力))
第３章 電子申請システムの操作手順

□当て字

注意事項
外字対応で、当て字を使用する場合、入力欄には当て
字で入力した上で、「当て字」欄をチェックしてくだ
さい。

●入力情報について
申請者（本社）については、必須入力項目となっておりますが、受任
先・府内営業所については任意となっております。

48

①

代表者～登記簿
上所在地まで全
て入力します。

①

②「受任先（営業
所・支店情報）」
ボタンで次画面に
移動します。

申請者（本社）情
報を入力します。

②

注意事項
事業所固有の郵便番号、

私書箱は入力しないでく
ださい。

□当て字

注意事項
外字対応で、当て字を使用する場合、
入力欄には当て字で入力した上で、
「当て字」欄をチェックしてくださ
い。

1.61.6 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請（（申請者情報入力）申請者情報入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

受任先
（営業所・支店情報）
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1.71.7 住所検索ボタン住所検索ボタン

前頁にて郵便番
号を入力し、
「住所検索」ボ
タンを押下する
と、検索結果が
表示されます。

ラジオボタンに
チェックを入れ、
決定ボタンを押
します。

①

②

郵便番号から住所
検索を行います。①

②

第３章 電子申請システムの操作手順
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①

申請者が受任者を
設ける場合、「委
任する」をチェッ
クします。

①

②

「保存・読込」ボ
タンでここまで入
力した情報を保存
します。

受任先（営業所・
支店情報）情報を
入力します。

③ ② 営業所・支店名
称～営業所・支
店FAX番号まで
全て入力します。

③

1.81.8 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請（受任先情報入力）入札参加資格新規申請（受任先情報入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

保存・読込
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①

保存ボタンを押す
と今までの入力内
容がパソコンに保
存されます。

①

②

「府内営業所情
報」ボタンで次画
面に移動します。

ページの一番下ま
でジャンプします。

②

一度保存した情
報を読み込むと
きは読込ボタン
を押します。

③注意事項
「保存」を押すことで申請作業を一時中
断して、途中経過をご自身のパソコンに
保存することができます。再開する場合
は、「読込」ボタンを押下します。

1.1.99 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請（入札参加資格新規申請（保存・読込保存・読込））
第３章 電子申請システムの操作手順

③ 府内営業所情報

52

①
府内事業所名称～
府内営業所ＦＡＸ
番号まで全て入力
します。

①

②

府内営業所情報を
入力します。

②

「その他情報」ボ
タンで次画面に移
動します。

その他情報

注意事項
申請者（本社）と受任先（営業所・支店情報）が府外で、
府内に営業所・支店がある場合に記入してください。
なお、府内に事業所がない場合は、特定調達契約のみの入
札参加申請となります。

1.1.1010 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請（府内営業所情報入力）入札参加資格新規申請（府内営業所情報入力）
第３章 電子申請システムの操作手順
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会社等の業種～事
業活動経過まで全
て入力します。

①

③

その他情報を入力
します。

「物品申請項目」
ボタンで次画面に
移動します。

①

③

1.11.111 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請((その他情報入力その他情報入力))
第３章 電子申請システムの操作手順

物品申請項目

②

② メールアドレスの
登録を行います。

●メールアドレスの登録について
用途に応じて必要なアドレスを登
録してください。

●メールアドレスの登録について
用途に応じて必要なアドレスを登
録してください。

事業活動経過は、個人、
NPO、任意団体のみ必
須入力です。その他は入
力しなくてもかまいませ
ん。
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①

②

物品申請項目情報
を入力します。

指名競争入札にお
いて希望する契約
種目を１種目選択
します。
物品公開見積合わ
せに参加する種目
になります。

①

②

特定調達契約にか
かる一般競争入札
において希望する
契約種目を選択し
ます。（複数選択
可）

1.11.122 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請（物品申請項目入力）入札参加資格新規申請（物品申請項目入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

①の指名競争入札欄について
府内に事業所がない場合については選択で
きません。また、選択できる契約種目は1
種目で名簿登載後、変更できません。

①の指名競争入札欄について
府内に事業所がない場合については選択で
きません。また、選択できる契約種目は1
種目で名簿登載後、変更できません。

注意事項
委託役務のみの場合は
入力不要です。
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「委託役務申請」
ボタンで次画面に
移動します。

④

③主要取扱い品名、
主要取扱メー
カーを入力しま
す。

1.11.133 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請((主要取扱い品目等入力主要取扱い品目等入力))
第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
委託役務のみの場合は
入力不要です。

④

委託役務申請

③

（途中画面省略）
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①

②

委託役務の希望業
務情報を入力しま
す。

「申請種目一覧
表」ボタンを押し
て、種目一覧を表
示します。

②

申請を希望する業
務の番号を選択し
ます。

③ ③「許可」ボタンを
押して「許可情報
登録」画面に移動
します。

①

注意事項
許可情報の確認が必要な項目を申請した
場合、「許可」ボタンを押下して許可情
報の入力を行います。

1.11.144 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請（希望業務情報入力）入札参加資格新規申請（希望業務情報入力）
第３章 電子申請システムの操作手順
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申請種目の一覧表
示です。

（途中画面省略）

1.11.155 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請（申請種目一覧表）入札参加資格新規申請（申請種目一覧表）
第３章 電子申請システムの操作手順

①「印刷」ボタンを
押して印刷してく
ださい。

①

58

①

②

委託役務の許可情
報を入力します。

該当する選択欄に
チェックを入れま
す。②

資格・免許取得者一覧

「資格・免許取得
者一覧」ボタンを
押して次画面に移
動します。

①

注意事項
・物品のみの場合は入力不要です。
・申請した業務に応じた許可情報登録を
行ってください。（画面は、建築物衛生
管理業の知事登録）

1.11.166 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請 （許可情報登録）（許可情報登録）
第３章 電子申請システムの操作手順
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①

②

資格・免許取得者
数を入力します。

該当する項目に、
職員数を入力しま
す。

② 「入力者情報」ボ
タンを押して次画
面に移動します。

①

1.11.177 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請((資格・免許取得者数入力資格・免許取得者数入力))
第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
物品のみの場合は入力

不要です。

入力者情報

60

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
選択します。

「次へ」ボタン
を押します。

①

②

今回の申請で入力
した入力者の情報
を入力します。

①

②

1.11.188 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請 （入力者情報の入力）（入力者情報の入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。
行政書士の方は所属には「行政事務所名、電話番号」、氏名には「行
政書士の氏名」を記入してください。
なお全て全角文字（英数字とも）で入力してください。
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1.11.199 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請 （（不備内容の確認不備内容の確認））

入力内容に不備が
あった場合、修正が
必要な箇所を示す
メッセージが表示さ
れます。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

「閉じる」ボタン
を押すと、変更申
請画面に戻ります。
エラーで示された
箇所を修正してく
ださい。

①
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1.1.2020 企業コード検索企業コード検索

①

申請された情報を
もとに企業コード
の検索を行います。

申請情報が正しく
表示されているこ
とを確認して「検
索」ボタンを押し
てください。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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1.21.211 企業コード検索結果選択企業コード検索結果選択

（途中画面省略）

①

検索結果を選択し
ます。

検索結果が表示さ
れますので、一覧
から該当の業者を
選択後、「決定」
ボタンを押します。
該当する情報が存
在しない場合は、
「該当情報なし」
を選択後、「決
定」ボタンを押し
ます。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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11.2.222 企業コード確認企業コード確認

①

企業コードの確認
を行います。

表示された情報に
誤りがなければ、
「ＯＫ」ボタンを
押します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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入力内容を修正す
る場合、「戻る」
ボタンを押します。

①

入力内容に誤りが
なければ、「次
へ」ボタンを押し
ます。

②

新規申請で入力し
た内容を確認しま
す。

1.21.233 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請((入力内容の確認入力内容の確認))
第３章 電子申請システムの操作手順

① ②次へ

（途中画面省略）
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入力内容を確認した
後、送信確認画面に
進みます。

「印刷」ボタンを
押します。

印刷が終わったら、
「閉じる」ボタンを
押してください。

入力内容を確認した
後、送信確認画面に
進みます。

「印刷」ボタンを
押します。

印刷が終わったら、
「閉じる」ボタンを
押してください。

1.21.244 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格新規申請入札参加資格新規申請((印刷用画面印刷用画面))
第３章 電子申請システムの操作手順

①

②

（途中省略）

① ②
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入力内容を修正
する場合、「戻
る」ボタンを押
します。

②

申請した内容を
送信する場合は、
「送信」ボタン
を押します。

①

送信確認を行いま
す。

1.21.255 送信確認送信確認
第３章 電子申請システムの操作手順

①②

送信ボタンは１度だけ押してください。２度以上
続けて押すと二重登録などのエラーを引き起こす
原因となります。
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「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②
①

1.21.266 到達確認通知到達確認通知
第３章 電子申請システムの操作手順

IDとパスワード
は資格未登録の
ときだけ表示さ
れます。

注意事項
IDおよびパスワードは、電子申請システムの各
メニューにログインするために必要となります。
印刷ボタンによる印刷、メモを取るなど控えを
取るようにしてください。
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1.21.277 必要必要書類一覧書類一覧
第３章 電子申請システムの操作手順

入札参加資格申請
を済まされた方は
必要書類を郵送す
る必要があります。

大阪府物品・委託
業者入札参加資格
申請メニューの
「郵送書類一覧」
を選択すると、こ
の一覧が表示され
ます。

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

貸借対照表 写し 1

損益計算書 写し 1

利益金（損失）処分計算書 写し 1

⑩ ＩＳＯ認証状況を証明する書類 写し

⑦ 資格・免許取得者数申告書

確　　　　認　　　　事　　　　項
原本又は
写しの別

法人の
場合

個人の場合
（NPO任意
含む）

原本

契約実績申告書 委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

△

△

商業登記簿謄本 ○

②

府税に関する納税証明書

原本 ○

後見登記等ファイルに登記されてい
ないことの証明書

身分証明書①

（発行日から３ヶ月以内）

○ 1

（発行日から３ヶ月以内）

○

1

○

提
出
部
数

○

最近1ヵ年のもの（半年決算の場合は2期分）

③

国税に関する納税証明書

原本

④

財
務
諸
表 ○

○

⑤ 免許・許可・認可等の証明書 写し

1

△

⑥ 障害者雇用状況報告書 写し
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により事業主（常時雇用労働
者数が５６名以上）に義務化されている「障害者雇用状況報告書」の写
し。

⑨

△

委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

原本

⑧ 設備機器保有状況申告書 原本 1

1 △
登録証及び付属書の写し。ただし、付属書がない場合は、登録証の写
しのみ提出してください。

委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

1

別紙「契約業種一覧表　委託役務関係」の種別コード
「００６」「０７６」「０８４」に申請する場合は記入例により作成してくださ
い。

別紙「契約業種一覧表　委託役務関係」の種別コード
「０３９」「０４０」「０４１」「０４２」「０５３」に申請する場合は記入例により作
成してください。

1

△

所定の用紙に記入してください。

1

営業､業務をおこなう上で必要なもの。
委託役務関係入札参加資格を申請する場合は、別紙「申請種別に関
連する資格証明等」を参照。
（従業員の免許については、添付不要。）

「府税に係る徴収金について未納
の徴収金がない」旨の証明書・府税
事務所発行分

消費税及び地方消費税に関する納
税証明書
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２．物品・委託役務新規申請
（資格登録済み）

第３章 電子申請システムの操作手順
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2.12.1 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請メニュー入札参加資格申請メニュー

①

新規申請（資格登録済みの方）

①

物品・委託役務業
務における入札参
加資格申請の手続
きを行います。

※ここでは、新
規申請（資格登
録済み）を行い
ます。

「新規申請（資格登
録済みの方）」ボタ
ンを押します。

第３章 電子申請システムの操作手順
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2.22.2 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請入札参加資格申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))

「ＩＤ」「パス
ワード」の入力後
「ログイン」を押
下します。

①

大阪府電子申請シ
ステムへのログイ
ン画面です。

①

注意事項
ＩＤ／パスワードによるログインのとき
パスワード欄を “●”表示ではなく、半角英数で表示したいと
きは、あらかじめ「パスワード表示」ボタンを選択しておい
てください。

第３章 電子申請システムの操作手順
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2.32.3 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請入札参加資格申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))
第３章 電子申請システムの操作手順

外
字
届

時間延長
外字届を提出する
場合は、外字届ボ
タンで外字届を表
示、印刷します。

注意事項
「外字届」ボタンで外
字届を表示、印刷しま
す。

①「▼」ボタンを
押下するか、ま
たはスクロール
バーを下に移動
して次画面に移
動します。

①

○「資格未登録」と「登録済み」の申請手続きの違いについて
入力項目、入力内容について未登録と登録済みの差はありません。ただ
し、資格登録済みの場合はデータ送信完了後にＩＤ・パスワードの表示
がありません。

○「資格未登録」と「登録済み」の申請手続きの違いについて
入力項目、入力内容について未登録と登録済みの差はありません。ただ
し、資格登録済みの場合はデータ送信完了後にＩＤ・パスワードの表示
がありません。
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③
①

①

②

2.42.4 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格申請入札参加資格申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))
第３章 電子申請システムの操作手順

業者基本情報

物品・委託役務業
務における参加資
格要件が表示され
ますので、よくお
読みください。

①

③ 「業者基本情報」
ボタンで次画面
に移動します。

② 同意画面にて、入
札参加資格申請に
関する同意事項に
同意します。

②
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業者基本情報に誤
りが無いか確認を
行います。

①

②

業者基本情報を確
認します。

① 「申請者（本
社）」ボタンで次
画面に移動します。

時間延長

申請者（本社）②

2.52.5 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))
第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
申請画面に入ってから４０分経過するとデータ送信ができな
くなります。
「時間延長」ボタンを押すとセッション時間が４０分間延長
されます。
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2.62.6 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))

申請者（本社）情報、
受任先情報、府内営
業所情報の入力を行
います。

申請者（本社）情報入力画面

第３章 電子申請システムの操作手順

府内営業所情報入力画面

受任先情報確認画面

※詳しくは、第3章
の1.6から1.26を
参照ください。

注意事項
申請者（本社）・受任先情報について、現在、
平成17・18年度の物品･委託役務登録者は、プ
レ表示機能により入力できません。
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2.72.7 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))
第３章 電子申請システムの操作手順

主要取扱い品目入力画面

その他情報入力画面

物品申請項目入力画面

その他情報、物品
申請項目、主要取
扱い品目情報につ
いて入力します。
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2.82.8 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))

申請種目一覧表示
を参考に希望業務
情報、許可情報に
ついて入力します。

第３章 電子申請システムの操作手順

業務情報入力画面

申請種目一覧表示画面

許可情報入力画面
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2.92.9 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))

資格免許取得数、
入力者情報を入力
します。

第３章 電子申請システムの操作手順

資格免許取得数入力画面

入力者情報入力画面
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2.102.10 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))

入力内容に不備が
ある場合に不備内
容確認画面が表示
されます。続いて
企業コードの検索
を行います。

第３章 電子申請システムの操作手順

不備内容確認画面

企業コード検索画面

（途中画面省略）

企業コード検索結果選択

企業コード確認
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2.112.11 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))

入力内容を確認し
た後、送信確認画
面に進みます。

第３章 電子申請システムの操作手順

入力内容確認画面

（途中省略）

（途中省略）

送信確認画面

印刷用画面
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2.122.12 大阪府物品・委託大阪府物品・委託役務関係競争役務関係競争入札参加資格入札参加資格申請申請 新規申請新規申請((資格登録済資格登録済))
第３章 電子申請システムの操作手順

「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②①

注意事項
到達番号、問い合わせ番号については申請の取
扱状況を確認する際などに必要になりますので、
印刷するかメモを控えてください。

到達番号
問い合わせ番号
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2.132.13 必要必要書類一覧書類一覧
第３章 電子申請システムの操作手順

入札参加資格申請
を済まされた方は
必要書類を郵送す
る必要があります。

大阪府物品・委託
業者入札参加資格
申請メニューの
「郵送書類一覧」
を選択すると、こ
の一覧が表示され
ます。

※物品公開見積り
合せに参加する場
合は、必ず口座情
報登録を行ってく
ださい。
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３．物品・委託役務変更申請

第３章 電子申請システムの操作手順

資格登録済み業者の方は、変更申請にログインして登録
されている情報に誤りがないか確認してください。
また、パスワード通知などに用いるためのメールアドレ
スについても同様に変更申請から登録して下さい。
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3.13.1 大阪府電子申請メニュー大阪府電子申請メニュー

大阪府電子申請
システムトップ
メニューです。

①

物品・委託役務業者

第３章 電子申請システムの操作手順

①「物品・委託役
務業者」ボタン
を押してくださ
い。
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3.23.2 大阪府大阪府物品・委託物品・委託役務関係競争入札参加資格申請メニュー役務関係競争入札参加資格申請メニュー

①

基本情報の変更

①

パスワード通知用
メールアドレスを
登録します。

※指名競争入札
の変更申請のメ
ニューを利用し
ます。

「基本情報の変更」
を押してください。

第３章 電子申請システムの操作手順
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大阪府電子申請シ
ステムにログイン
します。

①

①ＩＤ/パスワードを
入力後、ログイン
ボタンを押下しま
す。

3.33.3 大阪府電子申請ログイン大阪府電子申請ログイン
第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
ＩＤ／パスワードによるログインのとき
パスワード欄を “●”表示ではなく、半角英数で表示したいと
きは、あらかじめ「パスワード表示」ボタンを選択しておい
てください。
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3.43.4 大阪府大阪府物品・委託物品・委託役務関係競争入札参加資格役務関係競争入札参加資格 変更変更申請申請((業者基本情報入力業者基本情報入力))

変更事項の中の
「パスワード通知
用メールアドレ
ス」にチェックを
入れてください。

①

パスワード通知用
メールアドレスを
変更します。

②

その他情報

第３章 電子申請システムの操作手順

「その他情報」を
押してください。

②

①

パスワード通知用メールアドレス

該当する項目のチェックボックスをク
リックして選択してください。
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3.53.5 大阪府大阪府物品・委託物品・委託役務関係競争入札参加資格役務関係競争入札参加資格 変更変更申請申請((その他情報その他情報変更変更))

「パスワード通
知用メールアド
レス」を入力し
てください。

「ページ末へ」
ボタンを押して
ください。

②

①

①

②

入力情報の変更を
行います。

第３章 電子申請システムの操作手順

ページ末へ
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3.63.6 大阪府大阪府物品・委託物品・委託役務関係競争入札参加資格役務関係競争入札参加資格 変更変更申請申請((申請者情報の入力申請者情報の入力))

「次へ」ボタン
を押します。

①

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。

行政書士の方は所属には「行政事務所名、電話番号」、氏名には「行政
書士の氏名」を記入してください。

なお全角文字（英数字とも）で入力してください。
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3.73.7 不備内容の確認不備内容の確認

①

第３章 電子申請システムの操作手順

入力内容に不備が
あった場合、修正が
必要な箇所を示す
メッセージが表示さ
れます。

「閉じる」ボタン
を押すと、変更申
請画面に戻ります。
エラーで示された
箇所を修正してく
ださい。

①
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3.83.8 入力内容確認画面～到達通知確認画面入力内容確認画面～到達通知確認画面

入力内容確認画面 「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」と進んでい
きます。

①

第３章 電子申請システムの操作手順

（途中省略）
送信確認画面

印刷用画面

※詳しくは、第3章
の1.23から1.26を
参照ください。
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3.93.9 到達確認通知到達確認通知

「印刷」ボタン
を押して印刷を
行います。

①

「終了」ボタン
を押して、電子
申請システムの
トップメューに
戻ります。

②

データ送信が完了
し、到達確認通知
が表示されます。

②①

注意事項
到達番号、問い合わせ番号については申請の取
扱状況を確認する際などに必要になりますので、
印刷するかメモを控えてください。

到達番号
問い合わせ番号

第３章 電子申請システムの操作手順
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第３章 電子申請システムの操作手順

４４．状況確認．状況確認

入力した申請がどのようになっているのかを確認するた
めの操作です。

入力した申請がどのようになっているのかを確認するた
めの操作です。



95

4.14.1 大阪府電子申請システムメニュー大阪府電子申請システムメニュー

①「状況確認」ボ
タンを押下しま
す。

大阪府電子申請シ
ステムのトップメ
ニューです。

①

状況確認

第３章 電子申請システムの操作手順
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大阪府電子申請シ
ステムにログイン
します。

①

①ＩＤ/パスワードを
入力後、ログイン
ボタンを押下しま
す。

4.24.2 大阪府電子申請ログイン大阪府電子申請ログイン
第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
ＩＤ／パスワードによるログインのとき
パスワード欄を “●”表示ではなく、半角英数で表示したいと
きは、あらかじめ「パスワード表示」ボタンを選択しておい
てください。
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4.34.3 申請取扱状況確認申請取扱状況確認

①

申請手続の
取扱状況の
詳細確認を
行うために、
あらかじめ
控えておいた
到達確認通知の到達番号を参照してください。

「受付待ち」：申請データを送信してから、大阪府が郵送書
類確認し、受付確定するまでの間です。

「審査待ち」：大阪府が受付確定した後、格付審査等の事務
決裁が終わるまでの状況です。

「補正あり」：郵送書類等に不備があったときに表示されます
「審査終了」：大阪府から審査結果の通知がされています。

（電子メール）
「手続終了」：審査結果を確認した状況です。
「受付終了」：審査が不要な手続きについて処理が完了した状

況です。

注意事項

取扱状況について

第３章 電子申請システムの操作手順

詳細情報を確認
したい到達番号
を選択し、クリ
ックします。

申請手続の取扱状
況を確認すること
ができます。

①
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4.44.4 申請取扱状況確認（詳細申請取扱状況確認（詳細））

申請手続の取扱状
況を詳細に確認す
ることができます。

① ②

①「戻る」ボタン
を押下すると、
取り扱い状況一
覧画面に戻りま
す。

第３章 電子申請システムの操作手順

②「申請取下げ」
ボタンを押下す
ると、取下げ申
請を行うことが
できます。
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５５．受付票取得．受付票取得

第３章 電子申請システムの操作手順

契約時等に提示を求められた際に、必要な受付票を印刷
する操作です。

契約時等に提示を求められた際に、必要な受付票を印刷
する操作です。
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5.15.1 大阪府電子申請システムメニュー大阪府電子申請システムメニュー

①「受付票取得」
ボタンを押下し
ます。

大阪府電子申請シ
ステムのトップメ
ニューです。

①

受付票取得

第３章 電子申請システムの操作手順
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大阪府電子申請シ
ステムにログイン
します。

①

①ＩＤ/パスワードを
入力後、ログイン
ボタンを押下しま
す。

5.25.2 大阪府電子申請ログイン大阪府電子申請ログイン
第３章 電子申請システムの操作手順

注意事項
ＩＤ／パスワードによるログインのとき
パスワード欄を “●”表示ではなく、半角英数で表示したいと
きは、あらかじめ「パスワード表示」ボタンを選択しておい
てください。
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5.35.3 受付票表示受付票表示

①「表示」ボタン
を押下して、受
付票の画面を表
示します。

受付票を取得しま
す。

①

第３章 電子申請システムの操作手順
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5.45.4 受付票の印刷受付票の印刷

①「印刷」を押下
し出力します。

表示した受付票を
印刷します。

第３章 電子申請システムの操作手順

受付票は大阪府との契約時等
に、提示する書類です。
押印欄に押印し、必要時には
印鑑証明書を添付して提示し
てください。

①
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６６．口座情報登録．口座情報登録

第３章 電子申請システムの操作手順

新規申請（資格未登録業者、資格登録済業者）の方は登
録が必要です。

※物品公開見積合せに参加する場合は、口座情報登録が
ないと参加できません。

新規申請（資格未登録業者、資格登録済業者）の方は登
録が必要です。

※物品公開見積合せに参加する場合は、口座情報登録が
ないと参加できません。
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6.16.1 大阪府電子申請メニュー大阪府電子申請メニュー 口座情報登録口座情報登録

大阪府電子申請シス
テムトップメニュー
です。

①「口座情報登録」
ボタンを押下してく
ださい。

①

口座情報登録口座情報登録

第３章 電子申請システムの操作手順
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6.26.2 口座情報登録口座情報登録 電子申請ログイン電子申請ログイン

「ＩＤ」「パス
ワード」の入力後
「ログイン」を押
下します。

①

大阪府電子申請シ
ステムへのログイ
ン画面です。

①

注意事項
ＩＤ／パスワードによるログインのとき
パスワード欄を “●”表示ではなく、半角英数で表示したいと
きは、あらかじめ「パスワード表示」ボタンを選択しておい
てください。

第３章 電子申請システムの操作手順
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6.36.3 口座情報登録口座情報登録

表記内容に問題
がなければ「同
意する」に
チェックします。

①

②「口座情報」ボタ
ンで次画面
に移動します。

口座情報登録する
本店情報が表示さ
れます。
内容を確認します。

①

②

口座情報口座情報

第３章 電子申請システムの操作手順
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6.46.4 口座情報登録口座情報登録（（通常用（支払い用）通常用（支払い用）口座入力）口座入力）
第３章 電子申請システムの操作手順

金融機関コード
を入力します。
（４桁で入力）

①

②支店コードを入力
します。
（３桁で入力）

通常用口座の情報
を入力します。

③普通預金か当座預
金かをチェックし
ます。

④口座番号を７桁以
内で入力します。

⑤口座名義人をカナ
で入力します。

①

②

③
④
⑤

注意事項
金融機関コードと支店コードの両方が
入力された場合に表示します。

「申請する」または、
「変更する」を選択
します。
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6.56.5 口座情報登録口座情報登録（申請者情報入力）（申請者情報入力）

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
選択します。

「次へ」ボタン
を押下します。

①

②

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
選択します。

「次へ」ボタン
を押下します。

②

①

②

①

今回の申請で入力
した申請者（入力
者）の情報を入力
します。

第３章 電子申請システムの操作手順

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。
行政書士の方は所属には「行政事務所名、電話番号」、氏名には「行
政書士の氏名」を記入してください。
なお全て全角文字（英数字とも）で入力してください。
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6.6 6.6 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面
第３章 電子申請システムの操作手順

入力内容確認画面 「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①

口座情報登録申請

（途中省略）

送信確認画面

到達通知確認画面

印刷用画面




